
 

 

議案第  号 

 

川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成  年  月  日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市基金条例の一部を改正する条例 

 川崎市基金条例（昭和４６年川崎市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項第１号の表に次のように加える。 

子ども・若者応援

基金 
頑張る子ども・若者を応援する事業の資金に充てる。 

   附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

頑張る子ども・若者を応援する事業の資金に充てるための基金を設置するた

め、この条例を制定するものである。 

親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職

員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある

職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののない

ものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等

に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 

３ 前項の規定は、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に

おける改正後の条例第６条第３項及び第６条の２の規定の適用について準用

する。この場合において、前項中「１２，６００円」とあるのは「９，８０

０円」と、「７，９００円」とあるのは「９，０００円」と、「１１，３０

０円」とあるのは「１０，７００円」と、「１０，４００円」とあるのは「８，

７００円」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 （人事委員会規則への委任） 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委

員会規則で定める。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

川崎市人事委員会から市議会及び市長に対してなされた平成２９年１０月２

日付け報告及び勧告に鑑み、一般職の職員の扶養手当及び住居手当の額の改定

を行うため、この条例を制定するものである。 

議案第 ５ 号

平成３０年 ２ 月１３日提出

    川崎市長 福　田　紀　彦


